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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年３月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

                            

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月２５日（日） １５時３６分ごろ 

発生場所 
 

宮崎県日南
にちなん

市外
との

浦
うら

港  

外浦港防波堤灯台から真方位３３２°２００ｍ付近 

（概位 北緯３１°３０.９′ 東経１３１°２２.６′） 

事故調査の経過 平成２３年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 なんごう２
ツー

、１８トン 

   ２７１－２５０５９宮崎、有限会社海洋レジャー企画 

   １１.９３ｍ（Lr）×４.９７ｍ×２.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１６１.８０kＷ（合計）、平成３年１１月 

   最大搭載人員 旅客５０人、船員３人計５３人 

Ｂ プレジャーボート みお丸、５トン未満    

   ２９５－４０６５６宮崎、個人所有 

   ５.２０ｍ（Lr）×１.３０ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１３.２４kＷ、昭和５６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３２歳          

   一級小型船舶操縦士・特定                     

    免許登録日 平成１８年１２月２２日 

    免許証交付日 平成２３年４月２１日 

            （平成２８年４月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳          

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１２月１９日 

    免許証交付日 平成２０年３月５日 

            （平成２５年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に亀裂を伴う擦過傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、水中の魚類を観察する観光船であり、船長Ａほか１人が乗り組

み、旅客４人を乗せ、外浦港の観光船発着場所を出航し、船長Ａが、操舵

室の中央にある操舵席に腰を掛けて手動操舵を行い、約４～５ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で発着場所の南方７５ｍ付近に東西
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方向に築造された突堤（長さ約１００ｍ）の先端付近を外浦港防波堤灯台

の東方（以下「港口」という。）に向けて南南東進していたとき、右舷船首

５００ｍ付近に港口に向けて反航するＢ船を視認した。 

 船長Ａは、Ｂ船が蛇行しながらＡ船と左舷を対して通過する態勢で接近

してきたので、Ｂ船に注意を喚起するつもりで汽笛により短音を１回鳴ら

し、Ｂ船を注意深く見守りながら航行した。 

船長Ａは、Ｂ船が左舷船首２００ｍ付近に接近したとき、Ｂ船の船首甲

板で１人が作業をしているのを認めたので、Ｂ船の操舵室に操船者がいる

のだろうかと不審に思い、短音を５回鳴らし、機関の回転数を徐々に下げ

て減速した。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷後方に位置する外浦港の奥にある 栄
さかえ

松
まつ

の

船だまりに向かうものと思い、左舷側の通過距離を広げようとして針路を

右に転じ、突堤の南方にある防波堤側に寄せたが、汽笛を鳴らしたのち

も、Ｂ船が、針路を転じるなどの動作をとらず、Ａ船の左舷側に接近して

通過する態勢で航行した。 

船長Ａは、Ｂ船が左舷船首３０ｍ付近に接近したとき、機関を中立とし

て汽笛により長音を鳴らしたところ、Ｂ船が左転を始めてＡ船の前路に接

近してきたので、機関を後進にかけたが、平成２３年９月２５日１５時３

６分ごろ、外浦港防波堤灯台から真方位３３２°２００ｍ付近において、

Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、定係地である外

浦港防波堤北側の船だまり（以下「Ｂ船係留場所」という。）に向かうた

め、船長Ｂが、船室の後方で両舷のブルワーク上に渡した板に座り、右手

で舵棒を握って手動操舵を行い、船室によって前方が視認できない状況

で、約２～３knの速力で港口に向けて航行した。 

 Ｂ船は、港口を通過して北北西進中、船長Ｂが、左舷側にあるＢ船係留

場所の方を見ていたので、前方から接近するＡ船に気付かず、また、機関

音によりＡ船が鳴らした汽笛にも気付かずに航行し、Ｂ船係留場所への入

口の沖を通過したのち、同入口に向けて左転を始めた。 

同乗者は、船首甲板で船尾方向を向いて釣り道具の後片付けを行ってい

たとき、前方からＡ船の汽笛音が聞こえ、前方約５～６ｍに接近したＡ船

に気付いて大声で船長Ｂに知らせた。 

船長Ｂは、同乗者の大声を聞いて前方至近に接近したＡ船に気付き、減

速したが、両船が衝突した。 

 Ｂ船は、停止したＡ船の周りを１周し、船長Ａに声を掛けたのちにＢ船

係留場所へ向かった。 

 船長Ａは、会社へ事故の発生を連絡し、損傷状況を確認したのち、観音

埼沖の遊覧に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 本事故発生場所は、Ｂ船係留場所への入口から北方（港奥側）約５０ｍ

のところであった。 

 船長Ａは、Ａ船の運航などについて約１か月間の研修を受けたのち、平

成２３年７月からＡ船の船長として乗船していた。 

 船長Ｂは、３０数年前から船釣りを行っており、漁船として使用されて
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 いたＢ船を購入し、月に３回程度釣りに出掛けていた。 

Ｂ船の操舵は、船尾甲板で舵棒を操作することによって行っており、ク

ラッチレバー及びスロットルレバーは船室後部に装備されていた。 

 船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

 九州沿岸水路誌によれば、次のとおりであった。 

 外浦港は、都井岬の北北東方９マイル付近から北北西方へ約１マイル湾

入する港則法適用港である。この港は奥行きが深く、周囲は山で囲まれて

いるため、港内は静穏である。  

分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、外浦港において港口に向けて南南東進

中、船長Ａが、左舷を対して通過する態勢のＢ船

に汽笛信号を行い、減速して航行していたとこ

ろ、Ｂ船がＡ船の前路に向けて左転し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、外浦港においてＢ船係留場所に向けて

北北西進中、船長Ｂが、左舷側にあるＢ船係留場

所に注意を向け、見張りを行っていなかったこと

から、左舷前方から接近するＡ船に気付かず、Ｂ

船係留場所に向けて左転したので、Ａ船の前路に

向けて航行することとなり、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、外浦港において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が北北西進中、船

長Ｂが、左舷側にあるＢ船係留場所に注意を向け、見張りを行っていなか

ったため、左舷前方から接近するＡ船に気付かず、Ｂ船係留場所に向けて

左転したので、Ａ船の前路に向けて航行することとなり、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・航行中は、一方向のみに注意を向けることなく、全周の見張りを行う

こと。 

 




